
公告第 546 号 

 

郡山市放課後児童クラブ条例（令和４年郡山市条例第 10 号）第 19 条の規定により、次のとおり

指定管理者を募集する。 

 

  令和５年３月 27 日 

 

郡山市長 品川 萬里  

 

第１ 施設の概要 

№ 施設名称 所在地 

１ 開成小児童クラブ 郡山市開成三丁目 14 番７号 

２ 小原田小児童クラブ 郡山市小原田四丁目５番 18 号 

３ 行健小児童クラブ 郡山市富久山町久保田字空谷地 23 番地の１ 

４ 柴宮小児童クラブ 郡山市安積町荒井字萬海７番地の１ 

５ 桑野小児童クラブ 郡山市亀田一丁目 36 番 17 号 

６ 安積第一小児童クラブ 郡山市安積荒井本町 125 番地 

７ 大槻小児童クラブ 郡山市大槻町字城ノ内 120 番地 

８ 永盛小児童クラブ 郡山市安積町日出山字新鍬 14 番地 

９ 赤木小児童クラブ 郡山市赤木町７番 41 号 

10 小山田小児童クラブ 郡山市大槻町字六角 26 番地 

11 桜小児童クラブ 郡山市字山崎５番地 

12 明健小児童クラブ 郡山市富久山町八山田字大森新田 70 番地 

13 金透小児童クラブ 郡山市堂前町５番 21 号 

14 朝日が丘小児童クラブ 郡山市御前南四丁目１番地 

15 守山小児童クラブ 郡山市田村町守山字三ノ丸１番地 

16 安積第三小児童クラブ 郡山市安積町成田字北山崎 18 番地の３ 

17 大島小児童クラブ 郡山市並木四丁目 10 番地 

郡山市桑野五丁目 17 番６号 

18 桃見台小児童クラブ 郡山市桃見台 12 番３号 

19 日和田小児童クラブ 郡山市日和田町字日向 19 番地 

20 富田東小児童クラブ 郡山市富田町字天神林 36 番地 

郡山市富田町字天神林 40 番地の１ 

21 喜久田小児童クラブ 郡山市喜久田町堀之内字上馬面３番地 

22 芳賀小児童クラブ 郡山市芳賀二丁目 20 番 17 号 

23 行徳小児童クラブ 郡山市富久山町久保田字三御堂 143 番地の１ 

24 橘小児童クラブ 郡山市堤下町４番４号 

25 安積第二小児童クラブ 郡山市三穂田町川田字柿ノ木 55 番地 

26 行健第二小児童クラブ 郡山市富久山町八山田字八津 11 番地の２ 



郡山市八山田三丁目 173 番地 

27 薫小児童クラブ 郡山市鶴見坦二丁目 19 番７号 

28 高瀬小児童クラブ 郡山市田村町上行合字艮耕地 22 番地の３ 

郡山市田村町上行合字亀河内 264 番地の５ 

29 芳山小児童クラブ 郡山市長者二丁目８番 24 号 

30 東芳小児童クラブ 郡山市阿久津町字大闇 250 番地 

31 多田野小児童クラブ 郡山市逢瀬町多田野字南大堺１番地 

32 片平小児童クラブ 郡山市片平町字小林３番地の１ 

33 小泉小児童クラブ 郡山市富久山町北小泉字清水 50 番地 

34 穂積小児童クラブ 郡山市三穂田町八幡字北山１番地の１ 

35 緑ケ丘第一小児童クラブ 郡山市緑ケ丘東一丁目 20 番地の１ 

36 富田西小児童クラブ 郡山市富田町字大十内 85 番地の５ 

37 西田学園児童クラブ 郡山市西田町鬼生田字杉内 734 番１ 

郡山市西田町三町目字桜内 259 番地 

38 富田小児童クラブ 郡山市町東三丁目 147 番地 

郡山市富田町字町内４番地の２ 

39 大成小児童クラブ 郡山市鳴神二丁目 55 番地 

40 谷田川小児童クラブ 郡山市田村町谷田川字北表 21 番地 

41 湖南小児童クラブ 郡山市湖南町三代字京塚 581 番地の１ 

42 熱海小児童クラブ 郡山市熱海町高玉字樋口 170 番地 

43 安子島小児童クラブ 郡山市熱海町安子島字桜畑 78 番地の１ 

44 三和小児童クラブ 郡山市三穂田町富岡字柿ノ口 14 番地の１ 

45 御代田小児童クラブ 郡山市田村町御代田字中林８番地 

46 高倉小児童クラブ 郡山市日和田町高倉字舘腰 25 番地の３ 

47 白岩小児童クラブ 郡山市白岩町字柿ノ口１番地の１ 

48 御舘小児童クラブ 郡山市中田町中津川字町田前 278 番地 

49 宮城小児童クラブ 郡山市中田町高倉字宮ノ脇 218 番地の１ 

50 河内小児童クラブ 郡山市逢瀬町河内字西荒井 156 番地 

 

第２ 指定管理者が行う管理の基準 

１ 基本方針 

 (1) 設置目的を達成するために必要な事業を実施するとともに、利用者の増加を図ること。 

 (2) 施設の平等利用を確保すること。 

 (3) 施設は、利用者の安全確保を第一とし、新型コロナウイルス等の感染防止対策はもとより、

良好な環境衛生及び正常な機能の維持を目的として、法令で定められた法定点検、保守点検

及び日常点検を確実に実施し、市が点検結果の提示を求めたときは速やかに提示すること。 

 (4) 施設の効用を最大限に発揮させるため、創意工夫のある計画的な事業を実施すること。 

 (5) 利用者に不快感を与えることのないよう、親切かつ丁寧なサービスを提供すること。 

  (6) 市、地域、関係機関、他施設の指定管理者と密接に連携を図りながら、管理運営を行うと



ともに、地域活性化に寄与する取り組みを推進すること。 

  (7) 利用者及び市等の意見を適確に捉え管理運営に反映し、利用者の満足度を高めること。 

(8) 関係法令を遵守し、適切な対応を図ること。 

(9) 郡山市公契約条例（平成 28 年郡山市条例第 64 号）第５条の事業者の責務に基づき、下請

契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配

慮し、できる限り市内の事業者を活用するよう努めること。 

(10) 業務上知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損等の事故の防止、その他、個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。 

(11) 施設や事業の PR 以外の指定管理者の営利目的のチラシやポスター等を施設や施設のウェ

ブサイトに掲載しないこと。 

２ 関係法令の遵守 

 (1) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、個人

情報保護法ほか行政関連法令等 

 (2) 郡山市放課後児童クラブの指定管理者募集要項・業務仕様書 

(3) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

(4) 放課後児童クラブ運営指針（平成 27 年３月 31 日付け雇児発 0331 第 34 号雇用均等・児童

家庭局通知） 

(5) 郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年郡

山市条例第 35 号） 

(6) 郡山市放課後児童クラブ条例（令和４年郡山市条例第 10 号） 

(7) 郡山市放課後児童クラブ条例施行規則（令和５年郡山市規則第８号） 

(8) 郡山市公契約条例（平成 28 年郡山市条例第 64 号） 

(9) 郡山市公契約条例施行規則（平成 29 年郡山市規則第 25 号） 

(10) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、最低賃

金法（昭和 34 年法律第 137 号）ほか労働関係法令等 

(11) 郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年郡山市条例第 31 号） 

(12) 郡山市情報公開条例（平成 13 年郡山市条例第 44 号） 

(13) 福島県暴力団排除条例（平成 23 年福島県条例第 51 号）、郡山市暴力団排除条例（平成 24

年郡山市条例第 46 号）ほか暴力団排除に関する法令等 

(14) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

(15) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

(16) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号） 

(17) 郡山市指定管理者制度ガイドライン（令和４年４月） 

(18) その他施設の管理業務及び事業運営業務に関連する法令等 

 

第３ 指定管理者が行う業務の範囲 

１ 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図る業務 

２ 児童の基本的生活習慣の確立及び自立に向けた援助を行う業務 

３ 遊びを通して、児童の自主性、社会性及び創造性を培う業務 

４ 児童が宿題、自習等の学習活動を自主的に行うことができる環境を整え、その必要な援助を



行う業務 

５ 児童の活動状況について家庭との日常的な連絡及び情報交換を行う業務 

６ 児童の発達段階を踏まえ、心身の状態等の状況を把握しながら、育成支援を行うこと。 

７ 障がいや支援を要する児童の受け入れにあたっては、適切な配慮及び環境整備を行うこと。 

 ８ 児童の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、事業の運営及び育成支

援に当たること。 

９ 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務 

 

第４ 指定管理者の指定の期間 

令和６年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

第５ 指定管理者の指定を受けることができる団体の資格 

法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであって、次の要件を満たす団体で

あること。複数の団体により構成されるグループの場合は、構成団体となる全ての団体が要件を満

たすことが必要である。 

 １ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しな

い者でないこと。 

 ２ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされていないこ

と。 

 ３ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされていないこ

と。 

 ４ 郡山市工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（平成 13 年４月 24 日制定）、郡山市物品調

達契約に係る指名停止等措置要綱（平成 20 年 12 月１日制定）及び郡山市建築物等維持管理業

務委託に係る指名停止等措置要綱（平成 20 年 12 月１日制定）に基づく指名停止を受けていな

いこと。 

 ５ 法人税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、消費税及び地方消費税を滞納していないこ

と。 

 ６ 地方自治法第244条の２第11項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定の取消処分

を受けてから２年を経過しない者でないこと。 

 ７ 福島県暴力団排除条例及び郡山市暴力団排除条例に基づく排除措置対象法人等でないこと。 

 ８ 取締役、執行役その他これに準ずるべき者のうち次のいずれかに該当する者がいないこと。 

  (1) 破産者で復権を得ない者 

(2) 指定管理者の指定を取り消された団体において、当該取消しの日前 30 日以内にその取締役、

執行役その他これらに準ずべき者であった者で、指定管理者の募集の公告又は指名の日（以

下「公告等の日」という。）において、当該取消しの日の翌日から起算して２年を経過しない

者 

(3) 禁錮以上の刑に処された者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ

た日の翌日から起算して、公告等の日において２年を経過しない者 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第２条第６号に規

定する暴力団員 



 ９ 本市の議会の議員又は市長が取締役、執行役その他これらに準ずべき者を務める団体でない

こと(市長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資し、

又は出えんしている法人を除く)。 

 

第６ 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項 

郡山市放課後児童クラブの管理に係る経費については、指定管理料の額が次の基準価格以下とな

るように、申請の際の事業計画及び収支予算を作成すること。 

 １ 基準価格 

指定管理期間内の総額 1,930,659 千円（消費税および地方消費税の額を含む。） 

 ２ 非精算方式 

指定管理料に不足額又は余剰金が生じた場合でも、原則、市がこれを補填し、又は余剰金を

市に納入させる等の処理は行わないものとする。 

ただし、指定管理者が、余剰金を指定管理料の圧縮につなげるため、次年度の収入として、

繰り入れすることや、自主事業の財源に充当することができる。 

   なお、以下の項目については、毎年度、市との協議の上、額を決定し、提案を受けた額に加

算することとする。 

  (1) 支援児童加配職員の人件費 

  (2) 放課後児童支援員のキャリアアップ処遇改善 

 ３ 非精算方式の例外 

  (1) 修繕費 

    修繕費については、指定管理者が支払った修繕実績額が、市が定めた修繕費予算額（3,400

千円／年）を下回る場合は、その差分について市へ返還するものとする。 

なお、指定管理者の支出超過となった場合でも、市からの補填は行わない。 

  (2) 消費税及び地方消費税 

    放課後児童健全育成事業は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第６条別表第１第７号に

該当するものとして、消費税法基本通達６－７－５の第二種社会福祉事業ハに含まれている

ため、消費税は非課税で基準価格を算定している。 

    なお、消費税及び地方消費税相当となる部分がある場合には、消費税の取り扱いを所管の

税務署へ確認の上、適正に消費税を算出した上で、収支予算書を作成すること。 

  (3) 施設・設備・事業に関する業務未実施 

    業務未実施又は業務を実施したものの、事前に市に提出された各種事業計画書との間で、

実施内容に明らかなかい離があったと市が認めた場合は、業務に要する相当額を市へ返還し

なければならない。 

    返還する金額については、申請書類等を基に指定管理者が積算し、市と協議すること。 

    なお、返還に当たり、改善勧告や業務停止命令、指定取消を行う場合がある。 

  (4) 提案事業の未実施 

    上記(3)と同様に取り扱う。 

  (5) その他業務の未実施 

    上記(3)と同様に取り扱う。 

 



  (6) 人員未配置 

    提出した人員配置計画書とのかい離があった場合は、未配置となった人員分について、相

当額を市へ返還しなければならない。 

    返還する額については、申請書類等を基に積算し、市と協議すること。 

    ただし、未配置となった人員分を補うため、配置した既存の人員内で業務が適正に遂行さ

れたと市が判断した場合は、この限りでない。 

 ４ その他 

指定管理料の額は、予算の範囲内で決定されるため、市との協議により、申請時に提出のあ

った価格を下回る場合があるものとする。 

また、指定管理者から申請の際に提案された額を上限として、指定管理料の増額は一切行わ

ない。ただし、リスク分担による場合を除くものとする。 

 

第７ 募集に関する情報 

 募集に関する情報については、郡山市ウェブサイトに掲載する。 

 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/ppp/69054.html 

 

第８ 参加意思表明書の受付 

 参加する意思のある事業者は、必要書類を添付の上、次のとおり、参加意思表明書を提出するこ

と。 

 １ 提出期間 令和５年３月 27 日（月）から令和５年５月２日（火）午後５時 15 分まで 

        ただし、持参による場合は、郡山市の休日を定める条例（平成２年郡山市条例第

７号）第１条に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く午前８時 30

分から午後５時 15 分までの受付とする。 

 ２ 提出書類等 

  (1) 参加意思表明書 

  (2) 法人等概要書 

  (3) 放課後児童クラブ等の運営実績一覧 

  (4) 共同事業体構成書 

  (5) 共同事業体協定書兼委任状又はその写し 

  (6) 納税証明書又はその写し 

  (7) 定款又は寄附行為の写し（法人以外の団体は規約） 

  (8) 登記事項証明書（法人以外の団体は、氏名及び住所を記載した役員名簿）又はその写し 

  (9) 団体の組織について記載した書類 

  (10) 直近２年間の各営業年度の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、事業報告書等） 

  (11) 就業規則（休暇制度、ハラスメント防止に関する別規定がある場合にはそれを含む。また、

非正規雇用などの雇用区分ごとに別規定がある場合にも同様とする。） 

  (12) 申請日より３か月以内の印鑑証明書又はその写し 

  (13) その他市長が必要と認める書類 

３ 提出方法 持参又はメール（郵送又はファクシミリによる提出は不可とする。） 

４ 提出先  郡山市こども部こども政策課放課後児童クラブ係（郡山市役所西庁舎３階） 



〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番７号 

電話 024-924-3801   

メールアドレス kodomoseisaku＠city.koriyama.lg.jp 

 

第９ 申請の受付 

１ 申請期間 令和５年３月 27 日(月)から令和５年６月 16 日(金)午後５時 15 分まで 

       ただし、持参による場合は、市の休日を除く午前８時 30 分から午後５時 15 分 

までの受付とする。 

２ 申請書類等 

(1) 指定管理者指定申請書 

(2) 提案概要書 

(3) 事業計画書 

ア 管理運営に係る提案書 

イ 提案事業に係る事業計画書 

ウ 指標に対する目標 

エ 目的内自主事業に係る事業計画書 

オ 目的外自主事業に係る事業計画書 

カ 施設維持管理計画書 

キ 人員配置計画書 

ク 研修計画書 

(4) 収支予算書 

(5) 収支予算内訳書 

(6) 外部委託業務予定書 

(7) プレゼンテーション資料 

(8) その他市長が必要と認める書類 

 ３ 申請方法 持参又は郵送（メール又はファクシミリによる提出は不可とする。） 

        郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録のいずれかによるものとし、申

請期間内の消印のものを有効とする。 

        申請書類等は、郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）で定める一般信書に該当し、メ

ール便や宅配便等での送付は、郵便法第４条に違反する可能性があるため、受け付

けない。 

４ 申請先  郡山市こども部こども政策課放課後児童クラブ係（郡山市役所西庁舎３階） 

〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番７号 

電話 024-924-3801 

 

第 10 指定管理者の選定の基準及び方法 

 １ 郡山市事業者選定審議会条例（平成 30 年郡山市条例第７号）第１条第２項に基づき、指定管

理者の候補者の選定を目的とした郡山市放課後児童クラブ指定管理者選定審議会（以下「審議

会」という。）において、各委員が次の７の選定の基準項目について審議し、管理を委任するの

に最適と認めた申請団体を、指定管理者の候補者として選定する。 



２ 評価は、評点方式で行う。 

３ 他の申請団体がいない場合でも、最低制限基準に満たない場合は選定しない。 

４ 申請団体の評価が同点となった場合は、７の選定の基準 (4) 管理を安定して行う人的、物

的能力その他の経営上の基盤の項目が高い申請団体を高順位者とする。 

５ 上記４の場合においても評価が同点であった場合は、審議会において、協議の上、高順位者

を決定する。 

６ 審議会は、ヒアリング又はプレゼンテーションが必要な場合、申請団体に対して日程及び必

要な事項を別途通知し、出席を求める。 

７ 選定の基準 

(1) 市民等の平等な利用の確保 

ア 平等な利用の確保 

イ 施設間のサービス内容の平準化 

(2) 施設の効用の最大限の発揮（施設の設置目的の効果的達成） 

ア 管理運営方針 

(ア) 放課後児童クラブの運営に対する基本的な考え方（事業者の理念や方針、サービス向

上への取り組みや事業をどのように見通しているか。） 

  (イ) 本市の管理運営方針への理解（児童健全育成の考え方が本市の実情に合致している

か。） 

イ 放課後児童健全育成事業の事業運営 

(ア) 仕様書内容の具体的な実施策 

(イ) 児童の発達段階に応じた育成支援 

(ウ) 障がいや支援を要する児童、児童の人権等への配慮 

(エ) サービス向上を図る具体的な取組内容と方策 

(オ) ニーズを反映させる取組方策 

ウ 地域との連携 

地域との連携の具体的な取組内容 

エ 保護者及び学校との連携 

(ア) 保護者が安心して預けられる取組内容や支援方策 

(イ) 学校との良好な関係作りや取組内容 

オ 効率的・効果的な事業運営の実施 

  ICT 活用やデジタル化による利用児童・保護者の利便性向上 

(3) 管理経費の縮減（実現可能な収支計画） 

ア 指定管理料の積算 

イ 価格の適正度 

     収支計画書の適切な算出 

ウ 市の負担経費の削減策 

  省エネ及びごみ減量等に対する取組内容 

(4) 管理を安定して行う人的、物的能力その他の経営上の基盤 

ア 人的能力 

(ア) 安定的に管理運営できる体制の確保（放課後児童支援員等の勤務体制、勤務ローテー



ション等） 

(イ) 放課後児童支援員等の人材確保の方策及びその確実性 

(ウ) 不足人員が生じた場合のバックアップ体制 

イ 物的能力 

(ア) 運営母体の財務健全性・安全性（安定・継続的に管理運営可能な財務状況か。） 

(イ) デジタル化等による事務局及び放課後児童支援員等の業務効率化及び事務負担軽減 

ウ 運営実績 

  放課後児童クラブ、児童館又は認定こども園（保育所、幼稚園等を含む）の運営実績、

実績の規模（十分な運営実績を有し、安定的に運営できるか。） 

エ 研修計画・指導体制・支援体制 

(ア) 放課後児童支援員等に対する運営上の管理、監督、指導体制 

(イ) 放課後児童支援員等に対する相談、アドバイス、支援体制 

(ウ) 放課後児童支援員等に対する研修計画 

オ 準備体制 

  指定管理開始までの引継ぎに係る対応方針と引継ぎ体制 

  (5) 適切な施設の維持管理（個人情報保護の措置を含む。） 

ア 維持管理の内容・的確性・安全性 

    (ア) 施設の管理 

    (イ) 危機管理体制（事故等発生時の緊急対応と事前予防体制、災害発生時に備えた避難訓

練や児童の安全確保体制、マニュアルの整備等） 

イ 関係法令等の遵守 

ウ 要望及び苦情等への対応 

エ 個人情報の保護 

  個人情報保護に関する方針及び取組内容（個人情報の管理及び情報漏洩の防止策、守秘

義務の遵守） 

  (6) 雇用及び地域経済への配慮 

ア 雇用・労働条件への配慮 

  放課後児童支援員等の雇用形態、待遇（キャリアアップ処遇改善を含む。） 

イ 地域経済への配慮 

  (7) その他特に加点すべき提案等 

ア 特に加点して評価すべき特性、提案等 

イ 提案内容の具体性及び魅力並びに効果 

 ８ 審査上の選定の基準の考え方 

(1) 上記７の(1)から(7)までの各選定基準の評価の点数は、おおむね次のとおりとする。 

選定基準 配点 

７ 

(1) ５点 

(2) 30 点 

(3) ５点 

(4) 30 点 

(5) 10 点 



(6) 15 点 

(7) ５点 

合計 100 点 

(2) 最低制限基準として、全ての審議会委員の合計点数が配点表の合計の 60％に満たない場合

は失格とする。次点候補者においても、最低制限基準を満たす必要があるものとする。 

 

第 11 その他 

 １ 申請に関して必要となる一切の費用は、申請団体の負担とする。 

 ２ 失格となる場合 

(1) 申請資格を備えていない団体により申請がされたとき。 

(2) 申請書類等に虚偽の内容が記載されているとき。 

(3) 基準価格を超える指定管理料の提案がされているとき。 

(4) 申請に際し不正又は不適切な行為を行ったとき。 

(5) 審議会での協議により、審議を行うに当たって不適切と認められたとき。 

(6) 審議会委員に審議会以外の場で接触した事実が認められたとき。 

(7) 申請団体以外の団体がヒアリング又はプレゼンテーションに出席している事実が確認され

たとき。 


